
区分 内容（現行維持の場合はその理由）

5
総合
企画

男女共同
参画課

ちば県民共生センター
（千葉市：青少年女性会館

内）

※分館東葛飾センター
(H8)
（柏市：さわやかちば県民プラ
ザ内）

H１８

男女が対等な構成員として、自らの意思で
社会のあらゆる分野の活動に参画する機
会が確保され、均等に政治的、経済的、社
会的及び文化的利益を享受することがで
き、共に責任を担うべき社会の形成を促進
するための施策の実施等を行う。

○ ━ ━

利用者（人）
【共生センター】
20:　　５，４８０
21:　　４，６４３
22:　　４，８４８

【分館東葛飾センター】
20:　１０，４３９
21:　１２，３１８
22:　１１，９８１

【管理運営費（人件費除）】
＊共生センター

20:　１５，７６４
21:　１４，４１３
22:  １２，６４３

＊分館東葛飾センター

20:　２４，３０５
21:　２１，４４０
22:　２１，９７６

【県の収入】
・使用料等
20:　９２
21:　６９
22:　６０

（H23.3.24)
ちばセンターと東葛飾センターを統合することで検
討を進めてもらいたいが、一部機能（相談業務）を
東葛飾地域で存続させた場合、統合後の人員や
組織形態をどのように考えているのか示してほし
い。

施設内容検討

ちば県民共生センター（本館：千葉市）と東葛飾セ
ンター（分館：柏市）を、全県民が利用しやすい本
館に統合し、分散している業務を集約して機能強
化を図る。

高齢者に社会環境の変化に順応した能力

収入
（千円）

行革委員会における主な議論

行革委員会において個別議論を行った公の施設の見直し方針（案）　【概要】

所管課 施設名 設置年 設置目的 直営
指定管理

期間
利用等状況

支出
（千円）

見直し方針案

公の施設 資料２

11
生涯大学校
　京葉学園
（千葉市）

高齢者に社会環境の変化に順応した能力
を再開発するための学習の機会を提供す
ることにより、高齢者自らが社会的活動に
参加することによる生きがいの高揚に資
する。（５学園共通）

＜学科＞
福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、社会専
攻科、園芸専攻科、陶芸専攻科、福祉生
活科

利用者（人）
20:　１，２６２
21:　１，２４１
22:  １，２３９
※定員：１，６００

　
生涯大学校
　東葛飾学園
（松戸市、流山市）

＜学科＞
福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、社会専
攻科、園芸専攻科、陶芸専攻科

利用者（人）
20:　１，３１５
21:　１，２９３
22:　１，３４１
※定員：１，３８０

生涯大学校
　東総学園

＜学科＞
福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、陶芸専

利用者（人）
20:　　２８７
21:　　３１７

高齢者
福祉課 S５４ ━

健康
福祉

21.4
～

24.3
3年

※５学園の合計

【指定管理料】
20:　２９９，８３０
21:　２９４，０００
22:　２９４，０００

【上記以外の管理運営費】
20:　　１４，９４３

※５学園の合計

【指定管理者の収入】
・利用料金
20:　４７，７９１
21:　４８，９３４
22:　５０，９３０

（H23.1.28）
・授業料や学科の見直し等の短期的な見直しと地
域密着のための市町村との提携、市町村立化等
の長期的な見直しを分けて考えた方がよい。
・全体の方向としては、社会福祉審議会の答申案
に進むべき方向のヒントが出ている。
・高齢者の雇用環境や、どのような地域活動、学
習活動を行う傾向にあるのかを検討し、その中で
生涯大学校の役割を位置付けてほしい。
・子育てが終わった女性等、地域活動の担い手と
して学習機会を必要としている層を対象にするな
ど、対象者の拡大を検討してもよい。

（H23.3.24)
・社会福祉審議会の答申を尊重することが大事だ

施設内容検討

・社会福祉審議会の答申等を踏まえ、社会環境の
変化や県民ニーズに適合するよう、修業年限の短
縮、定員適正化、課程・カリキュラムの見直し等を
行う（新制度の生涯大学校開校は平成25年4月を
予定）。

・中長期的には、県内各域の地域事情を踏まえた　東総学園
（銚子市、神崎町）

福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、陶芸専
攻科

21:　　３１７
22:　　３２０
※定員：４４０

生涯大学校
　外房学園
（茂原市、勝浦市）

＜学科＞
福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、陶芸専
攻科

利用者（人）
20:　　３５５
21:　　３６６
22:　　３８４
※定員：４４０

生涯大学校
　南房学園
（館山市、木更津市）

＜学科＞
福祉科、生活科、園芸科、陶芸科、陶芸専
攻科

利用者（人）
20:　　２３６
21:　　２６６
22：　 ２６４
※定員：４４０

青少年及び女性に対し文化活動の場を提 利用者（人）

【指定管理料】
20:　３３，８１８
21:　３０，５００ 【指定管理者の収入】

（H23.6.7)
・全県下で見ても数少ない、青少年・女性活動の

青少年の自立性及び連帯性の伸長並びに女性の
社会活動の促進を図るための拠点施設であること

20:　　１４，９４３
21:　　１５，１８８
22:　　　８，１４９

22:　５０，９３０ ・社会福祉審議会の答申を尊重することが大事だ
と思うが、財政が厳しい中でカルチャーセンターの
ような科目を設ける余裕はないという意見は理解
できる。
・大学設置基準に準拠していないが、大学に代わ
るものを提供する趣旨で大学校の名称となった経
緯があるが、今は大学卒業後の入学生も多く、大
学とは別の役割があるように思うが、今後も大学
校という名称を使い続けるのか検討してもらいた
い。

・中長期的には、県内各域の地域事情を踏まえた
上で、段階的に縮小する方向で見直しを進める。

28
環境
生活

県民
生活課

青少年女性会館
（千葉市）

Ｓ５６

青少年及び女性に対し文化活動の場を提
供することにより、青少年の自立性及び連
帯性の伸長並びに女性の社会活動の促
進を図る。

━
21.4
～

24.3
3年

利用者（人）
20:　８９，９０４
21:　８５，６９５
22:　７８，７２６

22:　３０，５００

【上記以外の管理運営費】
20:　　　　　　０
21:　　２，２８８
22:　　７，４７１

・利用料金
20:　１３，７６６
21:　１３，０９７
22:　１２，０４３

・全県下で見ても数少ない、青少年・女性活動の
集大成的な施設であり、存続すべき。
・ただし、今後、施設を有効活用するためには、施
設の役割や内容、利用形態、稼働率の引き上げ
等について検討が必要である。

有効活用策検討

社会活動の促進を図るための拠点施設であること
から当面現行維持とするが、施設の利用実態に
鑑み、次期指定管理期間中には有効な活用方法
を検討することとし、これを踏まえて必要な施設改
修及び耐震改修を実施する。
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区分 内容（現行維持の場合はその理由）

収入
（千円）

行革委員会における主な議論

行革委員会において個別議論を行った公の施設の見直し方針（案）　【概要】

所管課 施設名 設置年 設置目的 直営
指定管理

期間
利用等状況

支出
（千円）

見直し方針案

公の施設 資料２

40 市原高等技術専門校
（市原市）

S３４

入校者（人）
20：　　９０
21：　１０４
22：　１０７

【管理運営費】
20:　１４８，６０８
21:　１６０，０４０
22:　１５９，５０６

【県の収入】
・使用料等
20:　　６，２０９
21:　　８，７５６
22:　　９，２５５

41 船橋高等技術専門校
（船橋市）

S３７

入校者（人）
20：　　７９
21：　　７２
22：　　７２

【管理運営費】
20:　２２９，６９８
21:　１９７，６０９
22:　１９１，２７３

【県の収入】
・使用料等
20:　　８，９９２
21:　１０，６１７
22:　　９，７７４

【県の収入】

（H23.9.8)
・工業高校の例では、就職は非常に好調だが、企
業に入った後に企業文化や人生観が合わないと

離転職者等への職業訓練を行い、就業に

42 我孫子高等技術専門校
（我孫子市）

S４０

入校者（人）
20：　　７９
21：　　８５
22：　　８０

【管理運営費】
20:　１３７，８４３
21:　１３７，４７６
22:　１２６，８５０

【県の収入】
・使用料等
20:　　８，５８０
21:　　５，５４０
22:　　３，５７９

43 旭高等技術専門校
（旭市）

S３９

入校者（人）
20：　　２４
21：　　２８
22：　　２８

【管理運営費】
20:　　９６，０３２
21:　　９３，８２５
22:　　９３，１１５

【県の収入】
・使用料等
20:　　３，９９６
21:　　４，０２７
22:　　４，６１７

44 東金高等技術専門校
（東金市）

S４２

入校者（人）
20：　　３３
21：　　６４
22：　　６８

【管理運営費】
20:　１４２，１２４
21:　１７５，００６
22:　１７９．８７０

【県の収入】
・使用料等
20:　　２，７７４
21:　　３，０１６
22:　　３，４３５

職業能力開発促進法第15条の6第1項第5
号の規定により、自立を目指す障害者に

入校者（人） 【管理運営費】
【県の収入】
・使用料等

業に入った後に企業文化や人生観が合わないと
いった理由でやめる人が多いと聞く。高等技術専
門校の必要性の説明は理解するが、卒業生の追
跡調査をしてみてはどうか。
・公立で高等技術教育をしていかなければならな
い主要な科目のイメージを明確にすべき。
・他県との比較ではどの程度の定員規模が適切な
のか、また、どの程度の定員の学校にすれば最新
の教育をしやすいのか検討すべき。
・訓練指導員の高齢化と補充が課題とされている
が、常勤職員にこだわらず、企業退職者等で知識
や経験がある人材を、各分野で柔軟に採用できる
仕組みを検討してみてはどうか。

━ ━

施設内容検討

民間企業の雇用動向、訓練ニーズ、施設の老朽
化に伴う大規模修繕の必要性や指導員の高齢化
等の課題があることから、産業人材育成中期計画
検討委員会における検討を踏まえた上で、施設集
約化も選択肢に含めた今後の対応を検討する。

商工
労働

産業
人材課

離転職者等への職業訓練を行い、就業に
必要な技能・知識の習得を支援。職業能
力開発促進法第16条第1項の規定による
必置施設。

○

45 障害者高等技術専門校
（千葉市）

S５７
号の規定により、自立を目指す障害者に
職業訓練を行い、社会に参加できる技能
者を養成する。同法第16条第2項により
「設置することができる」。

○ ━ ━

入校者（人）
20：　　６０
21：　　７６
22：　　６４

【管理運営費】
20:　２１５，３４３
21:　２１７，３７０
22:　２３４，８６４

・使用料等
20:　　　　４６６
21:　　　　３８９
22:　　　　５０３

85
さわやかちば
県民プラザ
（柏市）

H８
県民の生涯学習の振興及び芸術その他
の文化の振興に資する。

○ ━ ━

利用者（人）
20:　３９７，６７０
21:　３９２，４６６
22:　３９０，３３３

【管理運営費】
20:　４２６，１０５
21:　３７５，４４０
22:　３６７，６８５

【県の収入】
・使用料等
20:　　６９，０８４
21:　　６０，７２９
22:　　５７，９４１

（H23.3.24)
さわやかちば県民プラザの施設別稼働率を見る
と、施設によってだいぶ偏っている。県による直営
事業と外部への施設の貸出の割合を最適化して
稼働率を上げ、直営事業の枠外で収益を上げるこ
とも考えてほしい。

施設のあり方検討

・複合施設として建設されたが、現在は教育施設
としてほぼ生涯学習センター機能のみとなってお
り、施設を十分活用しきれていない状態にあること
から、稼働率が低いスペースの有効活用策を検
討する。
・上記の有効活用策を検討した上で、必要により、
施設の転用も含めた抜本的な見直しについても検
討を行う。

86 中央図書館
（千葉市）

T１３ ○ ━ ━

利用者（人）
20:　９３，６４５
21:　９５，５７７
22:　９７，７６６

【管理運営費】
20:　４８１，９５６
21:　４８５，１８３
22:　４９１，２６２

【県の収入】
・使用料等
20:　　１７
21:　　１７
22:　　１７教育

生涯
学習課

（H23.1.28）
・書庫スペースが不足する時代がくるので、書籍
の電子化に対応する県立図書館像を示すべき。
・蔵書を揃え、一方で電子化に備えるのは財政的

87 西部図書館
（松戸市）

S６２ ○ ━ ━

利用者（人）
20:　２１９，７２９
21:　２４２，４０６
22:　２２５，９２５

【管理運営費】
20:　２６２，４８６
21:　２５５，４８８
22:　２５６，９８１

【県の収入】
・使用料等
20:　　６２
21:　　５８
22:　　５４

88 東部図書館
（旭市）

H１０ ○ ━ ━

利用者（人）
20:　１８８，５１７
21:　１９１，６４４
22:　１８４，０１２

【管理運営費】
20:　２４７，１７６
21:　２４３，９３９
22:　２４３，９４１

【県の収入】
・使用料等
20:　　１８
21:　　１８
22:　　１８

図書、記録その他必要な資料を収集し、
整理し、保存して、一般公衆の利用に供
し、その教養、調査研究、レクリエーション
等に資する。

・蔵書を揃え、一方で電子化に備えるのは財政的
に難しい時代が来る状況で、図書館の設置数だけ
ではなく、県全体として必要な県立図書館の機能
の水準や、電子化を前提とした国と県の役割分担
が今後の大きな課題として残る。

（H23.3.24)
・図書館業務は、一度方針を決めたら継続して
やっていく必要がある業務である。見直すべき時
期を逸することなく、しっかりと見直しを行い、それ
に従って粛々とやっていくべきである。

施設内容検討

・中央図書館の改修後を見据えた、西部図書館、
東部図書館も含めた３館体制のあり方等につい
て、今後の図書館を取り巻く状況を踏まえ、継続し
て検討を行う。
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